
第

三

百

八

十

一

号

令

和

五

年

三

月

十

七

日

明
治
大
正
昭
和

年
月

日
平
成
令
和

年
月

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

一
二
三
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一
二
五

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

一
二
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

一
二
八

○
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定

(

同

)

一
二
八

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(
下

水

道

課)

一
三
四

○
各
務
原
都
市
計
画
公
園
事
業
の
認
可

(
都
市
公
園
課)

一
三
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数(

選
挙
管
理
委
員
会)

一
三
四

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
工
事
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

一
三
五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

同

)

一
三
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

飛�
農
林
事
務
所)

一
三
六

規

則

岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
一
号

岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢子

ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
様

｢
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ

岐
阜
県
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
長
様
｣

を

岐
阜
県
知
的
障
害
者
更
生

｢
｢

ー
所
長
様

相
談
所
長
様
｣

に
、

を

に
、

｣
｣

｢
｢を

｣
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
三
月
十
七
日

市
町
村
・

市
福
祉
事
務
所

受
付

セ
ン
タ
ー

・
相
談
所

受
付

市
町
村
・

市
福
祉
事
務
所

受
付

セ
ン
タ
ー

・
相
談
所

受
付
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
療
育
手
帳
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所

要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢

三
月
前｣

を｢

属
す
る
月
の
前
月(

第
六
条
に
規
定
す
る
者
が
利
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
三
月
前
の
月)

の
初
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

三
百
六
十

号 路
線
名

関
金

山
線

路
線
名

飛�
市
宮
川
町
打
保
字
保
木

平
八
四
五
番
六
地
先
地
内

区

間

関
市
中
之
保
字
倉
洞
口
二
六

八
九
番
三
地
先
か
ら

同
市
同

字
平
前

二
七

二
二
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜���･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考



次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

四
百
七
十

二
号

路
線
名

四
百
七
十

二
号

路
線
名

郡
上
市
明
宝
奥
住
字
真
虫
原

二
六
一
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

二
六
二
一
番
二
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
初
納
字
水
無

一
六
二
七
番
二
地
先
地
内

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

春

日

揖
斐
川
線

路
線
名

区

間

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
六
合

字
呉
子
谷
三
五
〇
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
波
砂
原
二
七
五
番
二
地
先

ま
で 区

間

区
域
変
更
前
後
別

後 前 区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考
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加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
浦

山
二
四
二
九
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
三
地
先

ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

二
六
五
七
番
一
地
先

ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
一

本
木
二
四
三
四
番
一
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
寺

前
下
二
〇
八
〇
番
二
地
先
ま

で加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
寺

前
下
二
〇
八
〇
番
二
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
六
番
一
地
先

ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
寺

前
下
二
〇
八
〇
番
二
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
八
番
一
の
二

の
一
地
先
ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

地
内

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
二
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
の
一
地

先
ま
で

ＡＢＣＤ
前
ＥＦＧ �･�〜��･���･�〜��･��･�〜��･���･�〜��･��･�〜��･���･�〜��･��･�〜�･� ���･���･����･���･����･���･����･�

Ａ
、
Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
、

Ｅ
、
Ｆ
、

Ｇ
、
Ｈ

及
び
Ｉ

の
表
記

は
関
係

図
面
に

表
示
す

る
敷
地

の
区
分

を
い
う
。

県
道

可

児

金

山
線

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
三
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

二
六
五
七
番
一
地
先

ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
一

本
木
二
四
三
四
番
一
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
寺

前
下
二
〇
八
〇
番
二
地
先
ま

で加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
寺

前
下
二
〇
八
〇
番
二
地
先
か

ら同

郡
同

町
同

字
下

モ
切
平
二
六
五
六
番
一
地
先

ま
で

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

地
内

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
地
先
ま

で加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
地
先
地

内 加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
下

モ
切
平
二
六
五
七
番
一
地
先

か
ら

同

郡
同

町
同

字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
地
先
ま

で加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
古

ナ
ギ
二
七
七
三
番
一
地
先
地

内

ＢＣＤ
後

ＦＨＩ ＨＩ��･�〜��･��･�〜��･���･�〜��･���･�〜��･��･�〜���･��･�〜��･� �･�〜���･��･�〜��･���･����･���･���･����･���･� ���･���･�



岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

百
五
十
六

号 路
線
名

区

間

高
山
市
荘
川
町
海
上
字
初
屋
山
七

〇
七
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

七

〇
四
番
一
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

令
和�･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

県
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

恵

那

白

川
線

路
線
名

二
百
五
十

七
号

加
茂
郡
白
川
町
大
字
切
井
字
中
之

瀬
一
六
九
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
同

一
番
二
地
先
ま
で

区

間

中
津
川
市
駒
場
字
青
木
四
四
四
番

二
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

四
四
七
番

四
六
地
先
ま
で���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･�
令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･��

平
成
��･�･��令和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

令
和�･��･�



令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
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県
道

県
道

県
道

県
道

一
般
国
道

道
路
の
種
類

柿

野

谷

合
線

神

崎

高

富
線

根

尾

谷

汲
線

大

野

藤

橋

根

尾
線

百
五
十
七

号 路
線
名

山
県
市
柿
野(

県
道
柿
野
谷
合
線
起
点)

か
ら

山
県
市
出
戸(

一
般
国
道
二
百
五
十
六
号
交
点)

ま
で

山
県
市
神
崎(

県
道
神
崎
高
富
線
起
点)
か
ら

山
県
市
谷
合(

一
般
国
道
四
百
十
八
号
交
点)
ま
で

本
巣
市
根
尾
板
所(

一
般
国
道
百
五
十
七
号
交
点)

か
ら

本
巣
市
根
尾
高
尾(

揖
斐
川
町
境)

ま
で

本
巣
市
根
尾
上
大
須(
県
道
根
尾
谷
汲
大
野
線
起
点)

か
ら

本
巣
市
根
尾
東
板
屋(

一
般
国
道
四
百
十
八
号
交
点)

ま
で

本
巣
市
根
尾
大
井(
馬
坂
ト
ン
ネ
ル)

か
ら

本
巣
市
根
尾
越
卒(
一
般
国
道
百
五
十
七
号
交
点)

ま
で

本
巣
市
根
尾
大
河
原(

福
井
県
境)

か
ら

本
巣
市
根
尾
能
郷
ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考

県
道

道
路
の
種
類

上
石
津

多

賀
線

路
線
名

大
垣
市
上
石
津
町
下
山(

一
般
国
道
三
百
六
十
五
号
交
点)

か
ら

大
垣
市
上
石
津
町
時
山(

林
道
交
点)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考



る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
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県
道

県
道

県
道

県
道

県
道

県
道

県
道

道
路
の
種
類

揖

斐

高

原
線

川

合

垂

井
線

神

原

西
津
汲
線

藤

橋

根

尾
線

根

尾

谷

汲
線

大

野

山

東

本

巣
線

春

日

揖
斐
川
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本(

一
般
国
道
三
百
三
号
交
点)

か
ら

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本(

県
道
山
東
本
巣
線
交
点)

ま

で 揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合(

押
又
谷
橋)

か
ら

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合(

町
道
交
点)

ま
で

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲(

一
般
国
道
三
百
三
号
交
点)

か

ら揖
斐
郡
揖
斐
川
町
小
津(

下
辻
谷
砂
防
ダ
ム)

ま
で

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山(

一
般
国
道
四
百
十
七
号
交
点)
か

ら揖
斐
郡
揖
斐
川
町
徳
山(

本
巣
市
境)

ま
で

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
長
瀬(

県
道
山
東
本
巣
線
交
点)

か

ら揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
高
科(

本
巣
市
境)

ま
で

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
西
津
汲(

県
道
藤
橋
池
田
線
交
点)

か
ら

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
坂
内
坂
本(

県
道
揖
斐
高
原
線
交
点)

ま

で 揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
川
合(

県
道
川
合
垂
井
線
交
点)

か

ら揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
美
束(
町
道
交
点)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考

県
道

道
路
の
種
類

白

鳥

板

取
線

路
線
名

関
市
板
取
三
洞(

郡
上
市
境)

か
ら

関
市
板
取
岩
本(

二
十
一
世
紀
の
森
公
園)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考



は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
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県
道

県
道

県
道

県
道

県
道

道
路
の
種
類

惣

則

高

鷲
線

寒

水

八

幡
線

白

山

内
ヶ
谷
線

白

鳥

明

宝
線

白

鳥

板

取
線

路
線
名

郡
上
市
高
鷲
町
鷲
見(

高
山
市
境)

か
ら

郡
上
市
高
鷲
町
鷲
見(

県
道
ひ
る
が
の
高
原
線
交
点)

ま
で

郡
上
市
八
幡
町
河
鹿(

林
道
交
点)

か
ら

郡
上
市
八
幡
町
初
音(

川
合
小
学
校)

ま
で

郡
上
市
八
幡
町
那
比(

林
道
境)

か
ら

郡
上
市
八
幡
町
那
比(

一
般
国
道
二
百
五
十
六
号
交
点)

ま

で 郡
上
市
明
宝
寒
水(

林
道
境)

か
ら

郡
上
市
明
宝
大
谷(

一
般
国
道
四
百
七
十
二
号
交
点)

ま
で

郡
上
市
大
和
町
島(

ぎ
ふ
大
和
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ)

か
ら

郡
上
市
大
和
町
内
ヶ
谷(

関
市
境)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考

県
道

道
路
の
種
類

裏
木
曽

公

園
線

路
線
名

中
津
川
市
川
上
字
丸
野(

県
道
裏
木
曽
公
園
線
起
点)

か
ら

中
津
川
市
川
上
字
森
平(

県
道
裏
木
曽
公
園
線
終
点)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考



の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域
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県
道

県
道

道
路
の
種
類

湯

屋

温

泉
線

御
岳
山

朝

日
線

路
線
名

下
呂
市
小
坂
町
大
洞
字
葛
谷
口(

葛
谷
橋)

か
ら

下
呂
市
小
坂
町
落
合
字
下
落
合(

県
道
濁
河
温
泉
線
交
点)

ま
で

下
呂
市
小
坂
町
落
合
字
唐
谷(

市
道
交
点)

か
ら

下
呂
市
小
坂
町
落
合
字
唐
谷(

県
道
濁
河
温
泉
線
交
点)

ま

で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考

県
道

県
道

県
道

県
道

道
路
の
種
類

清

見

河

合
線

御
岳
山

朝

日
線

惣

則

高

鷲
線

奈

川

野

麦
線

高

根

路
線
名

高
山
市
清
見
町
夏�(
一
般
国
道
百
五
十
八
号
交
点)

か
ら

高
山
市
清
見
町
江
黒(

飛�
市
境)

ま
で

高
山
市
朝
日
町
胡
桃
島(

県
道
朝
日
高
根
線
交
点)

か
ら

高
山
市
朝
日
町
一
之
宿(

市
道
交
点)

ま
で

高
山
市
荘
川
町
惣
則(

一
般
国
道
百
五
十
八
号
交
点)

か
ら

高
山
市
荘
川
町
一
色(

郡
上
市
境)

ま
で

高
山
市
高
根
町
野
麦(

長
野
県
境)

か
ら

高
山
市
高
根
町
阿
多
野
郷(

一
般
国
道
三
百
六
十
一
号
交
点)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考



二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
占
用

を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。な

お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱(

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱

の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。)

。
た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情

が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

孤
立
予
想
集
落
接
続
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る

被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

四

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
二
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
輪
之
内
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

一
般
国
道

道
路
の
種
類

神

岡

河

合
線

三
百
六
十

号 路
線
名

飛�
市
河
合
町
稲
越(

県
道
稲
越
角
川
停
車
場
線
交
点)

か

ら飛�
市
河
合
町
月
ケ
瀬(

県
道
清
見
河
合
線
交
点)

ま
で

飛�
市
河
合
町
角
川(

一
般
国
道
四
百
七
十
一
号
交
点)

か

ら飛�
市
河
合
町
元
田(

県
道
神
岡
河
合
線
交
点)

ま
で

占

用

を

制

限

す

る

区

域

備

考

県
道

県
道

県
道

県
道

県
道

打

保

神

岡
線

停
車
場

新

田

飛�
国
府
線

停
車
場

古

川

宇
津
江
線

四
十
八
滝

国

府

清

見

河

合
線

槍
ヶ
岳

公

園
線

飛�
市
神
岡
町
打
保(

県
道
打
保
神
岡
停
車
場
線
起
点)

か

ら飛�
市
神
岡
町
殿(

一
般
国
道
四
百
七
十
一
号
交
点)

ま
で

高
山
市
国
府
町
瓜
巣(

県
道
新
田
飛�
国
府
停
車
場
線
起
点)

か
ら

高
山
市
国
府
町
瓜
巣(

県
道
谷
高
山
線
交
点)

ま
で

高
山
市
国
府
町
宇
津
江(

あ
ぶ
ら
む
の
里)

か
ら

高
山
市
国
府
町
宇
津
江(

四
十
八
滝
橋
南
交
差
点)

ま
で

飛�
市
河
合
町
舟
原(

高
山
市
境)

か
ら

飛�
市
河
合
町
月
ケ
瀬(

県
道
神
岡
河
合
線
交
点)

ま
で

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
神
坂(

奥
飛�
温
泉
郷
総
合
観
光
案

内
所)

か
ら

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
中
尾(

奥
飛�
さ
ぼ
う
塾)

ま
で



一

施
行
者
の
名
称

輪
之
内
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

輪
之
内
都
市
計
画
下
水
道
事
業

輪
之
内
町
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
九
年
七
月
四
日
か
ら

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
三
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
務
原
都
市

計
画
公
園
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

各
務
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
公
園
事
業

三
・
三
・
二
号

木
曽
川
河
川
敷
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら

令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

な
し

使
用
の
部
分

各
務
原
市
松
本
町
中
橋
地
内
、
下
切
町
西
欠
下
地
内
、
松
本
町
中
橋
の
先

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
務
原
都
市

計
画
公
園
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

各
務
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
公
園
事
業

六
・
五
・
一
号

各
務
原
ス
ポ
ー
ツ
広
場
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
三
月
十
七
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

各
務
原
市
各
務
山
の
前
町
一
丁
目
、
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し選

挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
令
和
５
年
３
月
１
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,639,255人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

32,786人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

304,907人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
工
事
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
緊
急
防
災
工
事
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
緊
急
防
災
工
事
計
画
書
の
写
し
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土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

46,405

42,516

40,201

55,633

30,180

62,878

87,494

90,382

72,276

145,791

335,072

総
数
(人
)

15,469

14,172

13,401

18,545

10,060

20,960

29,165

30,128

24,092

48,597

111,691

３
分
の
１
の
数
(人
)

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

39,615

54,368

19,353

27,211

22,976

39,302

27,869

25,693

33,202

42,555

19,524

43,620

21,793

93,202

120,144

13,205

18,123

6,451

9,071

7,659

13,101

9,290

8,565

11,068

14,185

6,508

14,540

7,265

31,068

40,048



を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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神

岡

町

石

神

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

事

業

の

種

類

湯

谷

池

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

揖

斐

川

町

役

場

縦

覧

場

所

可

児

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

五
・

三
・
一
七
か
ら

同

・

四
・
一
七
ま
で

縦

覧

期

間

令
和

五
・

三
・

八

認

可

年

月

日

令
和

四
・

三
・
一
八

工
事
完
了
年
月
日

令
和
五
年
三
月
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


